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第282回 入札監理小委員会議事次第 

 

 

                          日  時：平成25年９月25日（水）16:52～17:40 

                          場  所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 

 

１．実施要項（案）の審議 

  〇 外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務（法務省） 

  〇 地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務（法務省） 

 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

 尾花主査、川澤専門委員、生島専門委員 

 

（法務省） 

入国管理局 総務課 佐々木課長、宮尾補佐官、柏原法務専門官 

 

（事務局） 

 金子参事官 
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〇尾花主査 それでは、ただいまから第282回入札監理小委員会を開催します。 

 本日は、法務省の「外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務」及び「地

方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務」の実施要項（案）について審議いたします。 

 最初に、法務省入国管理局総務課佐々木課長より、「外国人在留総合インフォメーショ

ンセンターの運営業務」及び「地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務」の実施要

項（案）の内容等について御説明をお願いしたいと思います。 

 なお、説明は、各実施要項15分程度で、合わせて30分程度でお願いいたします。 

〇佐々木課長 法務省でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、平成26年度「外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務」及び

「入国・在留手続の窓口業務」に係る入札実施要項（案）について、概略を御説明させて

いただきます。 

 入国管理局におきます市場化テストについては、昨年７月、一部実施官署において、受

託事業者が経営破綻に至ったことから、当該事業者との契約を解除し、今年度改めて民間

競争入札を実施しましたほか、受託業務の実施状況調査においても、公共サービスとして

国が要求する水準を一部満たしていない状況にあるなど、先般、委員会でも御審議いただ

いた実施事業の評価におきまして、委託業務の適正かつ確実な実施に向けて入札実施要項

の見直しを行った上、公共サービスの質の向上及び経費の削減を図ることとの御指摘をい

ただいたところでございます。 

 特に、「入国・在留手続の窓口業務」において、具体的に検討すべき事項についてお示

しをいただきましたので、入札実施要項（案）の策定に当たり、御指摘をいただきました

事項について全て入札実施要項（案）に反映させておりますので、御報告申し上げます。 

 そのほかの私どもの現場、地方入国管理局からの意見なども踏まえまして、公共サービ

スの質を維持しつつ、適正な委託業務の実施が図れるよう見直しを行っております。 

 それでは、まず１点目ですが、必須項目審査と加点項目審査の点数配分を見直し、受託

事業者の選定に当たって、特に業務処理体制に係る提案内容の優劣がより反映されるよう

にするとともに、提案書に基づく業務処理体制の履行を担保するため、委託費の減額規定

を新たに設けるなど、安定的に質の高い業務処理体制の維持が図れるようにしてございま

す。ポイントだけ私から申し上げます。 

 ２点目ですが、国が求める公共サービスの質として、インフォメーションセンター運営

事業においては電話の応答率を、それから、在留窓口業務においては待ち時間に関する要

求水準について、過去の実施状況なども踏まえて検討した結果、若干緩和と申しますか、

引き下げを行ってございまして。１点目で申し上げましたように、厳格化するところは厳

格化し、実情に応じて適正な要求水準を設定し、そのことによって公共サービスの質を維

持することを最優先に見直しをした点もございますので、詳細は担当者から御説明いたし

ますが、その他の項目についても見直しを実施しておりまして、入国管理局においても、

本委託業務が適正に実施され、利用者の方の利便性、それから、満足度を向上させること
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を念頭に、この入札実施要項を策定いたしましたので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 それでは、細かく一つ一つ御説明を申し上げます。 

〇宮尾補佐官 入国管理局の宮尾でございます。私から詳細を御説明させていただきます。 

 平成26年度「外国人在留総合インフォメーションセンター運営業務」及び「入国・在留

手続の窓口業務」に係る入札実施要項（案）について、前回から見直した内容及び見直し

の考え方などについて、まとめて御説明をさせていただきます。 

 入国管理局における市場化テストは、昨年度、一部受託事業者の経営破綻により契約を

解除したことから、昨年11月に入札実施要項（案）の審議を経て、今年度改めて１年間だ

けの市場化テストを実施しております。そのため、現在、市場化テスト導入当初から継続

して実施している官署の実施要項、経営破綻に至らなかった業者が入っている官署もござ

いますので、その実施要項と昨年度見直しした実施要項と２種類存在している形になって

いるのですが、本日は、昨年11月に御審議をいただいた入札実施要項を見直し前の要項と

して御説明をさせていただきます。 

 まず、それぞれの委託業務に共通し見直した事項について御説明を申し上げます。 

 共通部分については、同様の記載ぶりとなってございますので、説明の際には、お手元

にございます「平成26年度地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務 民間競争入札

実施要項（案）」に基づいて御説明をさせていただきます。 

 最初は委託業務の開始時期でございます。実施要項（案）の３ページの下段でございま

す。「実施期間」でございます。 

 当局の業務は、４月前後が繁忙期でございまして、申請件数も増加する傾向にあるとこ

ろ、通常、委託契約等の始期は年度当初である４月からというのが一般的であるため、業

務開始当初に在留窓口で混乱が生じるといった状況にありました。この点について、委員

会の事業評価においても、委託業務開始時期が繁忙期と重ならないような方策を検討する

こととの指摘がなされていることから、現場の意見も踏まえまして、今回、契約期間を平

成26年４月から平成29年６月末までの３年３か月とし、以降、契約更新の際には、比較的

業務が落ち着く７月から委託業務を開始すること、としております。今回については、現

契約が３月末までとなっておりますので、どうしても始まりが４月になってしまいますの

で、終わりを６月末としまして、以降の契約を７月から始まるというような形にしてござ

います。 

 なお、委員会からの御指摘は、在留窓口業務についてでございましたが、インフォメー

ションセンター運営業務においても同様の傾向が見られること、また、地方局における入

札手続の効率化を図るといった観点からも、インフォメーションセンター運営業務につい

ても同様に変更してございます。 

 次に、受託事業者を決定するための評価基準について、必須項目審査の項目を新たに追

加しております。 
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 １点目は実施要項（案）の６ページ下段６の（１）のアの（ア）のａでございまして。

基本的要件として、「労働社会保険諸法令を遵守していること」を追加してございます。

労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、直近１か年において、保険料等の滞

納がないかを審査することとしております。当局においても、社会保険料等の滞納により

受託事業者が経営破綻に至ったという経緯もございましたので、今回、新たに必須項目と

して、保険料等の納入実績を確認することとしております。審査に当たっては、年金事務

所及び労働局等でそれぞれ交付される社会保険料納入証明書、労働保険料等納入証明書を

提出していただくことを考えております。 

 ２点目が、次のページ、実施要項（案）の７ページの中段、（イ）のｅでございます。

委託業務の管理体制の審査において、国からの指示等を業務従事者に対して確実に周知す

るための体制の構築を求めております。これについては、在留窓口業務の実施状況におい

て、同様の過誤処理が繰り返し発生するなどの事案があったことから、委員会の評価にお

いても、国からの指示や過誤事案の概要等が委託業務の従事者全員に周知されるような仕

組みを構築することとの指摘がなされておりますので、提案書において効果的な体制を提

案してもらうことにしております。 

 なお、インフォメーションセンター運営業務についても、同様の体制を求めることにし

ております。 

 次に、実施要項（案）６ページから11ページの部分に記載させていただいておるところ

ですが、評価点の配分の見直しをしております。 

 まず、６ページ（１）アの部分でございます。「必須項目審査」で、従前、基礎点300

点ということでさせていただいていたのを、250点に減らす一方、８ページのイの部分で「加

点項目審査」の記載がございますが、最高点を150点から200点に変更しております。さら

に、加点項目審査では、各審査項目の加点配分を見直し、各評価間の点数差を広げるとと

もに、業務処理体制に係る提案については、より多くの点数を配分しております。これに

より、提案内容の優劣が点数の差としてより反映され、受託事業者の決定に当たり、評価

の高い提案をした事業者が大きなアドバンテージを得ることとなると考えております。 

 特に、委託業務を適正に実施するためには、どのような業務処理体制で臨むのかが、公

共サービスの質を確保する上で最も重要な要素と考えておりまして、また、先の委員会の

評価においても、提案書において、具体的な処理体制を含めた提案をさせるなど、受託事

業者に業務の閑散期・繁忙期を踏まえた適切な処理体制を整備させ、待ち時間を短縮させ

る具体的な仕組みを構築することとの指摘をいただいていることも踏まえまして、その審

査項目の最高評価には、加点得点全体の約３分の１に当たる70点を配分しておりまして、

入札参加者においても、具体的かつ効果的な業務処理体制が提案されることを期待してい

るところでございます。 

 続きまして、次に、実施要項（案）の３ページの中段の２の（６）でございます。 

 委託費の減額措置ですが、適正な委託業務の実施を図るため、今回、新たに委託費の減
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額規定を設けております。委託費の減額対象となる場合として、１点目は、これは要項（案）

の９の（１）イに「指示」という項目がございまして、公共サービスの質が満たされない

場合や委託業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるとき、国から必要な

措置をとるべきことを指示することができると規定しているのですが、当該指示において

示された期限までに必要な措置を講じなかった場合に、当該月の委託費から10％を減額す

ることにしており、受託事業者においては、国からの指示等に対して、速やかにかつ確実

に改善措置等の対応をしていただけるものと考えております。 

 ２点目は、受託事業者が提案書で示した業務処理体制における業務従事者数を配置でき

なかった場合、１日につき日割りの委託費から５％減額することとしております。先ほど

説明したとおり、受託事業者決定に当たっては、提案書の内容を重視するようにしており

ますので、提案書における業務処理体制が確実に履行されるように規定しているところで

ございます。 

 次に、各業務の見直し事項について御説明をさせていただきます。ここで、「インフォ

メーションセンター運営業務」に係る実施要項（案）をごらんいただけますでしょうか。 

 最初は、同要項（案）の２ページの中段に２の（４）ア「全業務共通」でございます。

公共サービスの質を判断する方法として実施している利用者アンケートにおいて、従来、

調査を実施していた「言葉遣いが適切であったか」という項目については、他の調査項目

である「応接態度が適切であったか」と同種であるという判断から、その部分を削除させ

ていただいております。 

 次に、同じページの「個別業務」の（ア）「電話による対応」でございます。電話応答

率の要求水準については、前回、これは昨年11月に見直しをした実施要項で、公共サービ

スの質の向上を図る目的で新たに設定した項目でございますが、過去の実績において、電

話応答率の最高値が77％であったことを参考に、75％と設定したのですが、実施状況調査

において、応答率が低調で改善指示を発出するといった事例もあったことから、適正な要

求水準を改めて検討し、見直すことといたしました。電話応答率については、一般的な基

準のようなものは見当たりませんが、前回の要求水準が、繁忙期・閑散期を考慮せず、実

績の最高値を基準に設定したこと、また、他のコールセンター等の実施状況なども参考に

し、今回、要求水準を75％から70％に変更しております。 

インフォメーションセンターの部分では最後ですが、実施要項（案）の７ページの上段、

ｂの「また、」以下のところですが、このセンテンスの部分ですが、東京入国管理局にお

いては、他局に比べて、相談・案内件数が多ございまして、また、来訪者対応以外にも、

電話及びメール対応の業務も行っております。業務管理者だけでは、全ての業務について

進捗状況の把握をすることが困難である状況が見られましたことから、今回、必須項目審

査の委託業務に係る管理体制において、各業務に業務リーダーを設置することを受託事業

者に求め、まずは、それぞれの業務ごとに業務リーダーが進行管理を行うこととし、受託

業務の円滑な実施を図ることとしてございます。 
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続きまして、恐縮ですが、「入国・在留手続の窓口業務」の見直し事項について御説明

をさせていただきますので、もう一度窓口業務の実施要項（案）にお戻りいただきまして、

３ページ一番上のイの「待ち時間」でございます。 

従来、待ち時間の調査は、利用者アンケートという形で実施しておりましたが、アンケ

ート調査は、主観的な意見、感想を求めているものであり、得られた結果が正確かどうか

検証できず、また、アンケートの実施方法によっては調査結果が左右される可能性がある

など、待ち時間は実施状況の評価をする上で重要な項目であり、より精度の高い調査結果

が求められるという観点から、調査方法を見直すこととしたものであり、この点について

は、委員会からも、申請の受付までにかかった時間は、公共サービスの質にかかわる重要

なものであることから、その調査方法についてアンケート調査の実施方法の明確化やアン

ケート調査以外の方法の検討など、さらなる精度の向上に努めることとの御指摘をいただ

いているところです。そういう御指摘を踏まえまして、調査に当たりましては、アンケー

トで実施する方法ではなく、各官署の職員が直接実施することとし、例えば時間帯ごとに

一定数の申請者等について、申請者等に交付する受付番号札などを活用して、待ち時間の

調査を行い、同日における平均待ち時間を算出することなどを考えております。今回の見

直しにより、各官署に対しては、従来より負担を強いることにはなりますが、より精度の

高い調査結果が得られるのではないかと考えております。 

次に、待ち時間のところですが、要求水準についても併せて見直しをしております。公

共サービスの質の判断材料として、申請までに要した待ち時間を基準にしているところ、

東京局及び名古屋局では、要求水準を下回る結果となりましたが、一方で、利用者の満足

度では高い評価を受けておりました。このような状況について、委員会からも、利用者の

満足度と適合した内容となるよう要求水準を適切に設定することとの御指摘をいただいて

おります。従来、利用者アンケートにおいて、80％以上の利用者から、待ち時間が45分未

満との評価を得ることを要求水準としておりましたが、今回、調査方法の見直しに合わせ

て、調査当日の平均待ち時間が60分以内としております。時間だけ見れば、公共サービス

の質が低下したように思われますが、本件委託業務は年間を通して繁忙期・閑散期が存在

しており、過去の実施状況から、繁忙期において、待ち時間を45分以内で処理することは

難しいのではないかとの結論から、待ち時間の上限として60分以内に変更をさせていただ

いているものです。これについては、入札説明会等において、60分待たせてもいいという

ことではなく、どんなに忙しくても60分以上待たせないという観点で業務処理体制を検討

の上、提案していただけるよう丁寧に説明をしたいと考えているところでございます。 

最後に、実施要項（案）の１ページ下段の２の（２）のア「窓口取扱時間」ですが、申

請窓口の開設数については、常時、全窓口の75％以上を維持するよう求めることとしてお

ります。本委託業務では、昼休み時間帯においても申請に応じることとしているところで

ございますが、従来、昼食や休憩時間の取得などにより、一時的に開設窓口数が大きく減

少し、混雑しているのに、空き窓口が目立つといった状況があり、申請者等に対してよく
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ない印象を与えておりました。これについては、公共サービスの質として求めているもの

ではありませんが、公共サービスを提供する前提として、常に同程度の処理体制を維持し、

時間帯によってサービスの質にばらつきが出ないよう、受託事業者においては、交代など

のシフト体制を検討し、最適な業務処理体制を提案していただきたいと考えております。 

以上が、当局が検討しました主な見直し事項でございます。 

また、委託業務に係る評価に関して、委託業務の実施状況調査については、平成28年１

月に実施することを予定しております。 

なお、本要項（案）については、８月５日から23日までの間、パブリックコメントを実

施しまして、４件の御意見をいただいております。先生方のお手元にもその内容が届いて

いるかと思いますが、４件のうち２件は御意見ということで、その御意見に対するお返事

を書かせていただいておりまして、残る２件については御提案でございます。この御提案

については、それぞれ反映させていただくような形とさせていただいております。これら

の御意見については、本日の御審議を経た後、公表する予定としてございます。 

以上、「平成26年度 外国人在留総合インフォメーションセンター運営業務及び入国・

在留手続の窓口業務」に係る入札実施要項（案）について御説明をさせていただきました。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇尾花主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきました本実施要項（案）について、２件まとめて、

御質問・御意見のある委員は御発言をお願いいたします。 

〇川澤専門委員 御説明ありがとうございました。 

何点か質問させていただきたいのですが、まず、入国・在留手続の窓口業務の実施要項

について、１ページ目のところで、今回、新たに窓口取扱時間における窓口開設数の75％

以上を開設することを盛り込まれたという御説明を伺ったのですが、まず、それぞれの局

の窓口開設数は、実施要項の28ページのアの受付入力端末の台数という理解でよろしかっ

たでしょうか。 

〇柏原専門官 27ページの３番でございます。それぞれの局の申請窓口が何か所という記

載にさせていただいております。 

〇川澤専門委員 そうしますと、東京で20か所。 

〇柏原専門官 75％で15か所ということになります。 

〇川澤専門委員 わかりました。全体の水準を保つために75％で書かれていると思うので

すけれども、５か所の場合の75％、母数が少ないので、75％という割合で示すのがいいの

か、数で示すのがいいのか、その実態に即してどの程度の水準がよろしいのかというのを

御検討されたほうがよろしいのかなというのを１つ思いました。 

 あとは、もう一点、３ページで、イの「待ち時間」で、「待ち時間60分未満」と盛り込

まれたと伺ったのですが、恐らくこれまでアンケートで回答者の主観で何分未満とされて

いるよりかなり精度は上がるとは思うのですが、精度を上げるがゆえに、業務の負担が非
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常に重くなってしまうと、民間委託する意義が少し減ってしまうかと思いますが、その点

については、どのぐらいの精度を求めるかということですね。他方で、サービスの質の水

準として設定されていますので、余り精度が低過ぎると、民間事業者にとってそれは問題

かと思いますので、その辺りのバランスをうまく保っていただければなというのと、事業

開始のときに、待ち時間をどう測るかということを民間事業者にも伝えておいたほうがよ

ろしいのかなと思いました。そこはお互い方法については合意した上で、水準についてき

ちんと担保するような形で事業を実施することが重要かと思いました。 

〇尾花主査 今の御意見だと、75％というパーセンテージでの設定がワークする基準なの

かどうかという御懸念かと思うのですが、それは大丈夫でしょうか。 

〇宮尾補佐官 確かに、東京のようにたくさんの窓口があるところは、75％でもいいのか

もわからないのですが、先生の御指摘のように、小さなところは75％で果たしていいのか

というようなところも踏まえまして、５か所であれば、例えば２か所とか３か所とか、そ

のほうが現実に即していると思いますので、そこは持ち帰って、検討して反映させていた

だきたいと思います。 

〇尾花主査 あと、もう一点の60分の測り方については、実施要項に書くか、説明会で御

説明になるかという方法を御提案いただいたかと思うのですが、御対応のほうは、多分ど

ちらでもいいという御指摘だったと思います。 

〇宮尾補佐官 バランスをとってやりなさいということは、もちろんそうでございますの

で、そこは心して対応したいと思いますし、あと、どのような測り方をするのかというこ

とは、受託する事業者とも協議をして、両者合意した上で、また、余り精度をということ

で職員の負担がふえて本末転倒にならないようにというところも心して対応させていただ

きたいと思います。 

〇川澤専門委員 恐らく、どういうやり方でやるのかというのは、局によって、また、体

制によって違ってくるかと思いますので、そこはそのタイミングとしてある程度法務省さ

んで固まった段階で、受託事業者と合意してというところで実施していただくのがよろし

いのかなと思いましたので、ありがとうございます。 

〇生島専門委員 今の同じ３ページの「待ち時間」に関して、重ねて御質問です。繁忙期

に関しては60分を超えることがあるというお話だったのですが、大体は45分未満でできる

というようなことであった場合に、実際、繁忙期が、割合的に繁忙期が結構多いのか、全

体のうちの例えば年に２か月だけが繁忙期で、それ以外のところはというのにもよると思

いまして、確かに、安全サイドを見て、一番長くかかったところをごらんになるのはわか

るのですが、それであると、例えば書き方で、繁忙期の定義は難しいのかもしれないので

すけれども、待ち時間の上限が60分未満で、「繁忙期以外は」と書くのか、「通常は」と

か、何か書き方があるかもしれないのですけれども、現状の45分未満であれば、そこの目

標の部分は、何も60分だけでなく、そういう示し方はないのかなとちょっと思ったのです

が、もしくは、そのデータみたいなことを差し支えない範囲で出せたりすると、目標値み
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たいなものは見えるのかなと思いました。 

〇佐々木課長 なかなか難しいところがございまして。例えば４月期は、学生さんが４月

から入学をされたりするというので、そもそも全体の業務のボリュームが多くなるという

のもありますが、それが、今御指摘のように、では、いつからいつまでがその期になるの

かというのは、御本人がいつ申請をされるかにもよりますので、例えば３、４、５ですと

なかなか決められないところがありますし、もとより、各官署によってもそもそものボリ

ュームも違いますし、外国人のどういう方が多いかにもよってその波が違ってきます。も

とより、繁忙月もあるのですけれども、曜日での繁忙日もございまして、目標としての上

限は１つのお願いの仕方かと思うのですが、ちょっと難しい点があることを前提に、ちょ

っと工夫をさせていただこうかと思います。 

〇生島専門委員 例えば過去の平均的なデータ、過去例えば５年とか10年の平均的なデー

タで、ここの４月は大体これくらいの人数でこれくらいみたいな、そういうのがあるとメ

ルクマールにはなるかなとは思うのですけれども、それは求め過ぎなのでしょうか。 

〇柏原専門官 申請件数であれば、別紙に過去３年間分を提示しております。 

〇生島専門委員 そうすると、何となくの相場観はございますか。 

〇佐々木課長 それはあります。 

〇生島専門委員 例えば４月が平均的に何人で、その場合だと、この人数を超えると60分

になるのもいたし方ないなみたいな、その辺がありますか。 

〇佐々木課長 逆に、記録として、その過去のものをきっちり。分数のほうですね。申請

数は、もちろん日を追って過去のものはあるのですが、待ち時間としてきっちりデータに

なっているものが過去のものではないですので、今、先生がおっしゃられましたように、

大体相場観として、当然、４月は忙しいのだというのはみんな思っているのでございます

けれども、それもきめ細かく織り込んだ上での目標設定が、逆に、それを余りぎちぎちに

つくってしまいますと、本当に全体の動きがそうなるのかというところは、日々といいま

すか、年々刻々変わっている部分もありますので、ちょっと難しい点もあるという状況に

はございます。 

〇生島専門委員 わかりました。 

〇尾花主査 多分、生島委員の御心配は、法務省が行われる待ち時間調査が平均的に行わ

れて60分が確保されているのか、60分が確保されていることの資料の収集自体が、受託事

業者さんに不安のない形で行われて、かつ、その60分が問題ないかというような御懸念も

あるのではないかと思うので、もしかしたら、法務省が実施する待ち時間調査自体が、急

にぽんと行われるのではなく、平均的に繁忙期と暇なときの状況を上手に吸い上げられる

ような調査であると、生島委員の御懸念は随分なくなるのではないかと思います。 

〇佐々木課長 そうしますと、それも含めて、事前に受託事業者さんと、ルールといいま

すか、こういうやり方でやりますということを御相談を申し上げるということでクリアさ

れるものでしょうか。 
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〇生島専門委員 もともと最初に御説明を伺ったときに、繁忙期は60分を超えることが結

構あるというお話があったので、何かそういう定点観測というか、待ち時間の調査を既に

やっていらっしゃって、何かデータをお持ちなのかなというふうに受け取った上での質問

だったのです。それで、人数、時期と待ち時間の相関は、過去の待ち時間調査のデータで

もし出ているとすれば、それを一つのメルクマールとして出すというやり方もあるのかな

と思ったり、何となく60分としてしまうのはちょっともったいない。４月以外は、何月と

何月ぐらいが、もしくは全体でその日も含めて繁忙期の割合はどれくらいなのかなという

ことをちょっと思ったのですが、実際は、年12か月というか、365日として、繁忙期は大体

ざっくり何割ぐらいになるのでしょうか。 

〇佐々木課長 やはり年度がわり、それと10月期ですね。もともと日本人の方と御結婚を

されて日本に来られたりする方は、１年のうちでいつ入国されてもおかしくないのですが、

やはり４月期、10月期、あるいは７月、１月という、もともと学生さんが入る時期が、後々、

例えば学生さんが就職をされたときも、その切り替え期がそこに当たることが多いもので

すので、という波はあるのですが、今の御質問で、本当の繁忙期は、やはり４月、年度当

初なのだと思うのですけれども、先ほど申しましたように、例えばゴールデンウィークの

合間の開庁日がわーっと上がって、お勤めの方で会社がお休みになられた。だけど、役所

は開いているという日にわーっと増えたりするという傾向といいますか、私たちの体感的

にそういう上がり・下がりという特徴はあります。それを押しなべて、年を押しなべて幾

つかというのはなかなか申し上げづらいのですが、恐らく先ほど御指摘の定点観測という

意味で忙しい時期があって、ある程度落ち着いているといいますか、今はどこも暇までは

いかないのですけれども、それを平均してこのくらいということを事前に、こういう計測

の仕方をしますということをあらかじめ業者の皆様に御説明を申し上げることはもちろん

可能だと思います。 

〇生島専門委員 わかりました。 

 もともと趣旨としては、全体の繁忙期が割合として少ないのか、それが非常に大きなボ

リュームなのかによって、ルールを決めるときに、例えば、繁忙期はあるけれども、全体

の本当に１～２割が繁忙期で、あとはそうでもないというのであれば、全体のルールづく

りのときに、その１～２割の部分に合わせてつくる必要もないのかなと。なので、そこは

２種類分けて、基本は例えば45分以内だけれども、どうしても繁忙期のときは60分以内で

あれば認めるみたいな形でも、ボリュームがある程度ピンポイントで限られているのであ

れば、そういう書きぶりというのも可能なのかなと、そういう感じですね。 

〇宮尾補佐官 きっちりした数字をお示しできないので恐縮ですが、どちらかというと常

時混み合っているのが窓口でございまして。特に混み合うのが、総務課長が御説明させて

いただいた時期でございますので、閑散としていて、行ったらすぐに手続をしてもらって

ということのほうがまずない状況でございます。 

前回もアンケート調査による計測の仕方ですが、45分以内を目標に掲げてやったところ、
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やはりそれがなかなかクリアできなかった、達成できなかったということがありまして。

計測の仕方が正確だったかというところも御議論はあったのですが、他方、おいでになら

れるお客様方の満足度というところから見ると、さほど不満を感じておられないという数

字が出ておりましたので、先般の委員会で、満足度と時間とがうまくかみ合ってないので

はないかと。だから、趣旨としては、もう少し時間を大きくとってもいいのではないか。

そうすれば、その範疇におさまるのではないかという御指摘をいただいたのを踏まえまし

て、本当は時間を長くすれば、来られるお客様にとっては、質が下がることにもつながる

のですが、ただ、現実としてクリアできない時間を掲げてもナンセンスなところもござい

ますし、他方、それをお客様方が大きく不満に思っておられるということであれば、それ

でも、時間を短くすることも考えないといけないのかもわからないのですが、お客様方の

アンケート調査の結果から見ると、さほど大きな不満を抱いておられるというような数字

にはなってなかったものですから、先般の委員会で、その満足度と時間をもうちょっとよ

く検討したほうがいいのではないかというような御指摘をちょうだいしまして、時間を若

干長くするような形になって、どうかという御指摘かとは思うのですが、今回のような案

にさせていただいたというところでございます。 

〇生島専門委員 わかりました。ありがとうございます。 

〇尾花主査 本実施要項は練り上げられたものだと思いますし、前回も、他の委員会が意

見を述べたものかと思うので、要点だけ質問ですが、今般、在留手続の窓口業務の実施要

項の３ページの２の（６）で、「委託費の減額措置」を設けられ、同様の委託費の減額措

置をインフォメーションセンターでも設けられているのですが、これと契約解除との関係

をどのように考えられているのかというのが１つ質問がございます。つまり、お金を減額

してしまえば、解除権を発生させないのか。いやいや、減額はするけれども、解除もする

のだという、二重の制裁措置ということをされるのかというお考えがもしこの時点が明ら

かなのであれば、要項にお書きになられたほうがよいのではないかと思います。 

〇佐々木課長 それはむしろ御教示をいただきたいのですが、要するに、例えば２段階で、

減額措置で、今の先生のお話ですと、若干の第１ペナルティーで事がおさまれば、もうそ

れでいいとし、それでもなおかつ、減額措置をとってもなおかつ事が改善されなければ解

除をするということであれば、そのものをここに書き込んだほうがいいということですか。 

〇尾花主査 そうです。恐らく、読み方によっては、ペナルティーを払い続けていれば、

もうこれで自分たちは解除権にさらされないのではないかと思う方もおられるのではない

かと思うので、御庁のお考えが、いや、減額措置の間は、例えば２か月までよとか、わか

らないですけれども、３か月までよと。それでもだめな場合は解除ですよということをお

考えなのかどうかを書かれると、よりいいのではないかと思います。 

 もう一つ気づいたのは、５％の減額措置は、どんなに業務従事者数をすごく配置できな

くても５％ですか。例えば半分しかだめでも５％とか、そこはよくわからないのです。む

しろ、著しい違反の場合は、減額措置をとらずに、直接解除なのだということであれば、
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それはそれでいいと思うので、この減額措置の役割が、解除はしないけれども、減額措置

だけでしばらく様子を見ると。減額措置もなしで、即解除もあるのだよとか、そういうも

し何かお考えがはっきりしているようであれば、実施要項（案）で書かれるのもいいかな

と思います。 

〇宮尾補佐官 解除はもちろんあると思っておりまして、こういう中身ではなく、例えば

もっと不良行為などがあればすぐに解除もあり得ると思います。今、先生が御指摘になら

れたように、減額措置だけ書いてあって、では、これさえしていれば解除はないのではな

いかというふうにも取れるというような御指摘をいただきましたので、そこについてはち

ょっと持ち帰りまして、先生の御指摘を踏まえて検討をさせていただきたいと思います。 

〇尾花主査 多分、その関係さえ明確になっていればいいと思うのと、読み方によっては、

この５％だけ払っていればずっと延命されるのだと思われるのが御庁の御本意でなければ、

それを明確にされたほうがよろしいかと思います。 

〇生島専門委員 今の部分に関して、ちょっと御教示いただきたいのですが、16ページ下

段のコの「委託契約の解除等」という規定がございますが、（ウ）の「法第20条第１項の

規定による契約に従って委託業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することがで

きないことが明らかになったとき」というところに今の話は該当してくるのでしょうか。 

〇柏原専門官 むしろ、（カ）の部分だと思います。 

〇生島専門委員 指示が守れないからと。 

〇柏原専門官 はい。 

〇生島専門委員 こちらでカバーされますよということの関係を明示すればわかりやすい

ということでしょうか。 

〇柏原専門官 そういうことだと思います。 

〇生島専門委員 指示がもう出ているからということですね。ありがとうございます。 

〇尾花主査 それでは、時間となりましたので、本実施要項（案）の審議については、こ

れまでとさせていただきます。 

 事務局から何か確認すべき事項はありますか。 

〇事務局 特にございません。 

〇尾花主査 それでは、本実施要項（案）については、本日をもって小委員会での審議は

おおむね終了したものとして、改めて小委員会を開催することはせず、実施要項（案）の

取扱いや監理委員会への報告資料の作成については、私に一任いただきたいと思いますが、

委員の先生方、よろしいですか。 

（各委員了承） 

〇尾花主査 なお、委員の先生方におかれましては、本日質問できなかった事項や確認し

たい事項がございましたら、事務局にお寄せください。事務局において整理をしていただ

いた上で、各委員にその結果を送付していただきます。 

 本日はありがとうございました。 


